
台風等で警報が発令されたときの対応について 

 

気象警報、注意報等発表時の教育活動の実施基準                 

 

 

情報 授業 対応 

注意報 
強風大雨 

洪水 
平常授業 

□安全に登校できることを確認した上で登校（確認できない場合

は学校に連絡の上自宅待機） 

警 報 

暴風 
対面授 

業中止 

□午前6時30分の時点で静岡市南部に警報が発表されている場合

は午前11時まで自宅で待機。遠隔授業を実施する場合もある。 

□午前11時の時点で警報が解除されていない場合は「１日休校」。

遠隔授業を実施する場合もある。 

□午前11時の時点で警報が解除されている場合は安全に登下校

できることを確認した上で午後の授業に間に合うように登校

（確認できない場合は学校に連絡の上自宅待機） 

その他 

気象警報 
平常授業 

□安全に登下校できることを確認した上で登校 

□市町から出される避難情報に留意し、安全を確保できない場合

は自宅待機。 

特別 

警報 

大雨 

暴風 

対面授 

業中止 

□午前6時30分の時点で静岡市南部に特別警報が発表されている

場合は午前11時まで自宅で待機。遠隔授業を実施する場合もあ

る。 

□午前11時の時点で特別警報が解除されていない場合は「１日休

校」。遠隔授業を実施する場合もある。 

□午前11時の時点で特別警報が解除されている場合は安全に登

下校できることを確認した上で午後の授業に間に合うように登

校（確認できない場合は学校に連絡の上自宅待機） 

自宅待機、対面授業中止等の連絡手段は本校のホームページに掲載して行う。 


